
木材関係事業補助金交付要綱 
 

制定 平成３年７月10日付け３林業第 163号 

（最終改正 令和８年３月30日付け７信木利第214号） 

 

（趣旨） 

第１ この要綱は、林業及び木材産業の振興を図るため、市町村及び木材関連業者

等の組織する団体等が行う木材関係事業に要する経費に対し、予算の範囲内にお

いて補助金を交付することについて、補助金等交付規則（昭和34年長野県規則第

９号。以下「規則」という。）に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるも

のとする。 

 

（事業の種類、経費及び補助率） 

第２ 第１に規定する補助金の交付の対象となる事業の種類、経費及び補助率は、

別表に定めるところによる。 

２ 前項の規定に関わらず、補助金の交付を受けようとする者が次の各号のいずれ

かに該当する場合は、補助金の交付の対象としない。 

 (1) 県税の滞納がある者 

  (2) 長野県暴力団排除条例（平成23年長野県条例第21号）に規定する暴力団員又

は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者 

  (3) その他知事が適当でないと認める者 

 

（補助金交付の条件） 

第３ 次の各号に掲げる事項は、補助金の交付の条件とする。 

 (1) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容について、別に定める重要

な変更をしようとするときは、速やかに知事に申請してその承認を受けるこ

と。 

 (2) 別表に定める経費は、事業の種類ごとに相互に流用してはならないこと。 

 (3) 補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき又は補助事業が予定の期

間内に完了しないとき（遂行が困難になったときを含む。）は、速やかに知事

に申請してその承認を受けること。 

 (4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、財産管理に関す

る規定を定め、善良な管理を行い、効率的な運用を図ること。 

 (5) 補助事業に係る帳簿又は証拠書類は、補助事業終了年度の翌年度から起算し

て５年間整理保存すること。 

２ 知事は、前項に掲げるもののほか、補助金交付の目的を達成するため必要があ

ると認めるときは、条件を付することがある。 

３ 知事は、補助事業者又は間接補助事業者が規則第15条第１項又は第２項の各号

の一に該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことが

ある。 

４ 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後

においても適用があるものとする。 

 

（交付申請書等） 

第４ 規則第３条に規定する申請書は、補助金交付申請書（様式第１号）及び補助



金変更交付申請書（様式第２号）によるものとする。 

２ 規則第３条に規定する関係書類は、次の各号に掲げるとおりとする。 

 (1) 事業計画図書 

  (2) 暴力団排除に関する誓約事項 

 (3) その他知事が必要と認める書類 

３ 前２項の書類の提出期限は、別に定める。 

４ 木質バイオマス循環利用普及促進事業については別に定める様式による。 

５ 補助事業者は、第１項の申請書を提出するに当たって、補助金に係る消

費税仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相

当する額のうち、消費税法（昭和63年法律第108号）に規定する仕入れ

に係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭

和25年法律第226号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合

計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）があり、かつ、そ

の金額が明らかな場合には、これを減額して申請するものとする。 

  ただし、申請時において補助金に係る消費税仕入控除税額が明らか

でない場合については、この限りでない。この場合において、補助事

業者は、第８第５項又は第６項の規定により、報告をするものとす

る。 

 

（変更等の承認申請） 

第５ 第３第１項第１号及び第３号に規定する変更等の承認を受けようとするとき

は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める書類を知事に提出して行う

ものとする。 

(1) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容について重要な変更をしよう 

とするとき 

   変更承認申請書（様式第３号） 

   ただし、木質バイオマス循環利用普及促進事業については別に定める様式に

よる。 

 (2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき 

   中止（廃止）承認申請書（様式第４号） 

 (3) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき 

   完了期限延長承認申請書（様式第５号） 

 

（交付申請の取下げ） 

第６ 規則第７条第１項の規定による交付申請の取下げは、補助金交付申請取下書

（様式第６号）を、当該補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して10日以

内に知事に提出して行うものとする。 

 

（状況報告） 

第７ 補助事業者は、事業の実施状況を別に定めるところにより知事に報告するも

のとする。 

 

（実績報告書等） 

第８ 規則第12条第１項に規定する実績報告書は、実績報告書（様式第１号）によ

るものとする。 



２ 規則第12条第１項に規定する関係書類は、別に定める。 

３ 木質バイオマス循環利用普及促進事業については別に定める様式による。 

４ 前２項に規定する書類の提出期限は、補助事業の完了した日若しくは廃止の承

認を受けた日から起算して20日を経過した日又は交付決定のあった日の属する年

度の３月31日のいずれか早い日とする。 

５ 第４第５項ただし書きにより交付の申請をした補助事業者は、実績報告書を提

出するに当たって、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかである場合に

は、これを補助金額から減額して別に定める様式により報告するものと

する。 

６ 第４第５項ただし書きにより交付の申請をした補助事業者は、第１項の実績報

告書を提出した後において、補助金に係る消費税仕入控除額が確定した場合に

は、その金額（前項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額

を上回る部分の金額）を別に定める様式により速やかに知事に報告するととも

に、知事による返還命令を受けてこれを返還するものとする。 

  また、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない場合又はない場合

であっても、その状況等について、規則第13条第１項の補助事業の額の確定のあ

った日の翌年６月15日までに、同様式により知事に報告するものとする。 

７ 間接補助事業の場合、補助事業者は、間接補助事業者から補助金に係る消費税

仕入控除税額の返還があった場合には、速やかに知事に報告するとともに、知事

による返還命令を受けてその返還額の全部又は一部を返還するものとする。 

 

（補助金の交付請求） 

第９ 補助事業者は、補助金の交付（概算払を含む。）を請求しようとするとき

は、補助金交付（概算払）請求書（様式第７号）を知事に提出するものとする。 

 

（財産処分の制限等） 

第10 規則第19条第２項第２号に規定する期間は、別に定めがある場合を除き、減

価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）に定められて

いる耐用年数に相当する期間又はそれに準ずるものと認められた期間とする。 

２ 規則第19条第１項に規定する承認申請は、財産処分承認申請書（様式第８号）

によるものとする。 

 

（書類の提出） 

第11 規則及びこの要綱により知事に提出する書類は、所管地域振興局の長を経由

するものとする。ただし、事業が県全域にわたる場合を除く。 

  なお、別に定める要領により知事に提出する書類を局長としている場合は、知

事を局長と読み替えるものとする。 

 

（補助金等の返還） 

第12 知事は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当

該取消に係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定め

て、その返還を求めるものとする。 

２ 知事は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既

にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を

求めるものとする。 



 

附 則 

 この要綱は、令和８年度の事業から適用する。 



別表 

事業の種類 経     費 補助率 

木質バイオマス循

環利用普及促進事

業 

 木質バイオマス利用の普及啓発において、事業実施主体の購入

するペレットストーブ又はペレットボイラーに係る経費のうち

本体購入経費に対して、市町村が助成する経費 

 

２分の１以内 

木造・木質化支援

事業 

別 に 定 め る 補 助 事 業 者 が 行 う 、展 示 に よ る 波 及 効 果 が

期 待 で き 、広 く 県 民 が 利 用 す る 施 設 の 整 備 に 要 す る 経 費

並 び に「 子 ど も の 居 場 所 」の 整 備 に 要 す る 経 費 及 び こ れ

に あ わ せ て 行 う 調 度 品 等 の 設 置 に 要 す る 経 費 で 次 に 掲

げ る も の  

(1) 木 造 化 （ 一 般 ）  

 

(2) 木 造 化 （ 中 大 規 模 施 設 ）  

 

(3) 木 質 化  

 

(4) 設 計 支 援  

 

２分の１以内 

ただし、(1)か

ら(3)にあって

は補助事業者

が市町村の場

合は３分の１

以内 

 

木造・木質化支援

事業（木工体験の

推進支援） 

別に定める補助事業者が、子どもを対象に、長野県全域で行う木工

教室、木工工作に関するコンクールを開催し、木工体験の推進に資す

る取組に要する経費 

 

４分の３以内 

信州の木供給体制

整備事業（ＪＡＳ

製材品供給拡大支

援） 

別 に 定 め る 補 助 事 業 者 が 行 う Ｊ Ａ Ｓ（ 日 本 農 林 規 格 ）

認 証 の 取 得 に 向 け た 取 組 に 要 す る 経 費 で 次 に 掲 げ る も

の  

（１）資格の取得 

（２）試験の実施 

（３）申請・検査 

 

２分の１以内 

 

信州の木供給体制

整備事業（木造セ

ミナー実践型） 

別に定める補助事業者が行う、製材工場と工務店等が連携し、住宅分

野における県産材及び県産材製品の普及啓発の取組に要する経費 

 

 

定額 

 

ただし、１件当

たりの補助金

額の上限は、 

1,000,000円と

する。 

 



（様式第１号）（第４、第８関係） 

 

木材関係事業（       事業）補助金交付申請書 

（木材関係事業（       事業）実績報告書） 

 

                           番   号 

                           年 月 日 

 

   長野県知事     様 
  （    地域振興局長） 

 

                申請者 住    所 

                    補助事業者名 

                    代 表 者 氏 名        

 

 

    年度において、下記のとおり木材関係事業（       事業）

を下記のとおり実施したいので、補助金      円を交付してください。 

 

    年  月  日付け   指令第   号をもって補助金交付の決 

 定のありました木材関係事業（      事業）を下記のとおり実施し

ました。 

 

記 

 

 １ 事業の種類 

 

 ２ 事業の目的及び内容 

 

 ３ 事業計画（実績） 

    別紙事業計画書（実績書）のとおり 



 （別紙１） 

         事業計画書（実績書）            

 

１ 事業の種類 

 

 

２ 事業計画（実績）                   単位：千円 

事業内容 事業費 事業費の内訳 工期 

県 費 

補助金 

自 己 

資 金 

その他 着手(予定) 

年月日 

完了(予定) 

年月日 

       

計       

 

３ 収支予算（決算）  

 (1) 収 入                        単位：円 

区   分 予    算 （決  算） （差引増減） 備 考 

県費補助金     

自己資金     

その他     

計     

        

 (2) 支 出                        単位：円 

区   分 予    算 （決  算） （差引増減） 備 考 

     

計     

 

４ 事業完了（予定）年月日 

 

 



（別紙２） 

 

暴力団排除に関する誓約事項 

 

当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、補助金の交付の申請をする

に当たって、また、補助事業の実施期間内及び完了後においては、下記のいずれにも該当

しないことを誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、

当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 

 

記 

 

(１) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）が、暴力団（長野県暴力団排除条例（平成2

3 年長野県条例第21 号）第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）であ

るとき又は法人等の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体

である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同

じ。）が、暴力団員（同条例第２条第２号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）

であるとき。 

(２) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 

(３) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 

(４) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難される

べき関係を有しているとき。 

 

 

 

 

 

 

    申請者  年  月  日 

住    所 

                  補助事業者名 

                  代 表 者 氏 名 



（様式第２号）（第４関係） 

 

木材関係事業（        事業）補助金変更交付申請書 

 

                         番   号 

                         年 月 日   

 

   長野県知事     様 
  （    地域振興局長） 

                申請者 住    所 

                    補助事業者名 

                    代 表 者 氏 名        

 

    年  月  日付け   指令第    号をもって交付決定のあ

りました    年度木材関係事業（       事業）を下記のとおり

変更したいので、補助金       円を交付してください。 

 

記 

 

１ 事業名 

 

２ 交付決定のあった補助金額      金           円 

 

３ 今回変更増減額           金           円 

 

４ 事業の変更理由及び内容 

 

５ 事業変更計画 

 

 注） 事業変更計画書の記載は、様式第１号の別紙1を準用し、変更前を下段に

変更後を上段に記載する。 



（様式３号）（第５関係） 

 

木材関係事業（       事業）変更承認申請書 

 

                         番   号 

                         年 月 日   

 

   長野県知事     様 
  （    地域振興局長） 

 

                申請者 住    所 

                    補助事業者名 

                    代 表 者 氏 名        

 

 

    年  月  日付け   指令第    号をもって交付決定のあ

りました    年度木材関係事業（       事業）を下記のとおり

変更したいので、承認してください。 

 

記 

 

１ 事業名 

 

２ 事業の内容 

 

３ 変更の理由 

 

 

 

（添付書類） 

 事業変更計画書の記載は、様式第１号の別紙1を準用し、変更前を下段に変

更後を上段に記載する。 



（様式４号）（第５関係） 

 

木材関係事業（       事業）中止（廃止）承認申請書 

 

                         番   号 

                         年 月 日   

 

   長野県知事     様 
  （    地域振興局長） 
 

                申請者 住    所 

                    補助事業者名 

                    代 表 者 氏 名        

 

 

    年  月  日付け   指令第    号をもって交付決定のあ

りました    年度木材関係事業（       事業）を下記のとおり

中止（廃止）したいので、承認してください。 

 

記 

 

１ 事業の種類 

 

２ 中止（廃止）の理由  

 

３ 事業遂行状況 

 

４ 事業を中止する期間 

 

５ 事業実施についての見通し 



（様式第５号）（第５関係） 

 

木材関係事業（       事業）完了期限延長承認申請書 

 

                         番   号 

                         年 月 日   

 

 

   長野県知事     様 
  （    地域振興局長） 

 

                申請者 住    所 

                    補助事業者名 

                    代 表 者 氏 名        

 

 

    年  月  日付け   指令第    号をもって交付決定のあ

りました   年度木材関係事業（       事業）の完了期限を下記

のとおり延長したいので、承認してください。 

 

記 

 

 １ 事業名 

 

 ２ 当初計画完了期限  

 

 ３ 遂行状況（出来高） 

 

 ４ 延長完了期限 

 

 ５ 完了期限の延長理由 



（様式第６号）（第６関係） 

 

木材関係事業（       事業）補助金交付申請取下書 

 

                         番   号 

                         年 月 日   

 

   長野県知事     様 
  （    地域振興局長） 

 

               申請者 住    所 

                   補助事業者名 

                   代 表 者 氏 名         

 

 

   年  月  日付け   指令第   号で補助金の交付決定のあり

ました、   年度木材関係事業（       事業）に係る補助金交付

申請を下記の理由により取下げます。 

 

記 

 

１ 取下げ事業の種類及び金額 

事業の種類 事  業  内  容 補助金交付 

申 請 額 

補助金交付申請 

年月日及び番号 

    

 

２ 取下げ理由 



（様式第７号）（第９関係） 

 

木材関係事業（       事業）補助金交付（概算払）請求書 

 

                         番   号 

                         年 月 日   

 

   長野県知事     様 
  （    地域振興局長） 

 

                申請者 住    所 

                    補助事業者名 

                    代 表 者 氏 名        

 

 

    年  月  日付け   達（指令）第    号をもって確定（交

付決定）のありました   年度木材関係事業（       事業）の補

助金を下記のとおり交付（概算払）してください。 

 

記 

 

１ 事 業 名 

 

２ 補助金確定（交付決定）額      金           円 

 

３ 概算払受領額            金           円 

 

４ 今回請求額             金           円 

 

５ 振 込 先 口 座 

 

 

 



（様式第８号）（第10関係） 

 

木材関係事業（       事業）財産処分承認申請書 

 

                         番   号 

                         年 月 日   

 

   長野県知事        様 
  （    地域振興局長） 

 

                申請者 住    所 

                    補助事業者名 

                    代 表 者 氏 名        

 

    年度木材関係事業（       事業）により取得した財産につ

いて、補助金等交付規則（昭和３４年規則第９号）第１９号の規定に基づき、

下記のとおり処分したいので、承認してください。 

 

記 

 

１ 処分しようとする理由 

         

 

２ 処分する財産 

取 得 

年月日 

事 業 

種 目 

事 業 内 容 

事業費 

 

（千円） 

補助金 

 

（千円） 

耐用

年数 

施設名

及び所

在地 

構造又

は規格 

数 量 

         

 


